
公益社団法人徳島森林づくり推進機構 職員採用試験案内 

 

令和５年１月２０日 

 

 

公益社団法人徳島森林づくり推進機構 

〒771-0134 徳島市川内町平石住吉 209 番地 5 

徳島健康科学総合センタ－206 号 

電話 088-679-4103 ﾌｧｸｼﾐﾘ 088-679-4104 

 

 

受付期間 令和５年１月２０日（金）～令和５年２月１５日（水） 

試 験 日 令和５年２月１９日（日） ※試験開始時刻は別途連絡します。 

  ※郵送による申込みは、令和５年２月１５日（水）までの必着とします。 

 

１ 採用職種、採用予定人員及び職務の内容 

採用職種 採用予定人員 職 務 の 内 容 

正職員 

※受付終了 
１名 

本社（総務課総務会計係）の経理事務（給与、旅費等の支

給、経費の出入金管理、福利厚生、予算決算業務等）に関する

業務に従事します。（経験者を優遇） 

技能職員 １名 

森林所有者への森林整備の提案や、森林の境界に関する調

査、測量及び森林整備事業関係の現地調査と補助金の事務が主

な仕事となります。経験の有無は問いません。 

なお、勤務地は徳島市川内町の本社を予定していますが、那

賀町吉野及び海陽町久保の出先事務所の場合もあります。 

   1) 採用予定人員は変更になる場合があります。 

2 )最高の得点を得た受験者が基準点に達しない場合は、今回の採用を見送る場合があります。 

 

２ 受験資格 

次に該当する者 

(１)  令和５年４月１日時点で年齢が 18 歳以上の者。 

 (２)  自動車運転免許（第一種・普通免許）取得者、又は令和５年３月３１日までに取得見込みの者。 

  （ＡＴ車限定可） 

       

次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

(ア) 日本の国籍を有しない者 

(イ) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

(ウ) 徳島県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

(エ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



 

３ 試験の方法、試験会場及び合格発表 

（１） 試験の方法、内容及び配点 

（正職員）【キャリア採用の場合】 

試験種目 内    容 配点 

教養試験 

      

  簿記などの経理事務に関する基本問題とエクセルを使った表計算処理を行ってもらいま

す。 

100 点 適性試験 

 書類及び面談により職員としての適性を確認します。 

 なお、適性試験は、2月19日の試験日までに実施します。 

 （日時・場所については、改めて連絡します。）                                         

面接 志望の動機、キャリア、資格、得意分野等について自己ＰＲしてもらいます。 

（正職員）【試験採用の場合】 

試験種目 方   法 時 間 内    容 配点 

教養試験 択一式 20問必須解答 １時間 

主に高校卒業程度の一般的知識（社会

科学、人文科学、自然科学、社会情勢

等）についての試験用紙による択一式

試験 

30 点 

論文試験 

      

  課題に対して記述してもらい、理解力、論理性、文章表現力を見させてもらいます。 

 （900 文字～1,000文字程度） 
30 点 

面接 

 

  書類や面談により職員としての適性を確認するとともに、志望の動機、キャリア、資格、

得意分野等について自己ＰＲしてもらいます。 
40 点 

 

（技能職員）【試験採用のみ】 

試験種目 方   法 時 間 内    容 配点 

教養試験 択一式 20問必須解答 １時間 

主に高校卒業程度の一般的知識（社会

科学、人文科学、自然科学、社会情勢

等）についての試験用紙による択一式

試験 

40 点 

実技試験 地図判読・エクセル操作 １時間程度 
技能を要する業務に必要な基礎技術

についての実技試験 
30 点 

面接 

 

  書類や面談により職員としての適性を確認するとともに、志望の動機、キャリア、資格、

得意分野等について自己ＰＲしてもらいます。 
30 点 

※ 総合得点が高い者にあっても、基準に満たない試験種目がある場合は不合格になることがあります。 

 

（２）試験会場 

      徳島市南庄町５丁目１－９ 徳島県木材利用創造センター内 林業人材育成棟（案内図を参照）               

            

（３）合格発表  試験後１週間以内 

徳島森林づくり推進機構ホームページ（https://www.forest-tokushima.or.jp/）に 

掲載するとともに、受験者に合否を文書で通知します。 

 

 

https://www.forest-tokushima.or.jp/


４ 採用予定年月日 

    令和５年４月１日 

採用より正職員は６ヶ月間、技能職員は１年間を試用期間とします。 

 

５ 受験手続 

１) 提出書類（添付様式） 

所要事項を記入した次の書類を提出してください。 

① 履歴書（写真貼付）・面接カード 

② 職務経歴書 

      

２) 提出方法 

履歴書・面接カード及び職務経歴書を申込受付期間内に、郵送で申込みの場合は、封筒の表に「試験申込」と

朱書し、必ず「書留郵便」で機構まで送付してください。 

持参される場合は、申込受付期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時００分から午後５時までに機構に

提出してください。 

 

 

６ 給与（参考） 

初任給は、学歴高校卒業、採用時２５歳の場合、１８万～２３万円です。これまでの経歴のある者については、

その経歴に応じて加算されます。 

給与の総額は、上記に加え扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が加算されます。 

 

 

７ その他 

この試験についての問い合わせは、公益社団法人徳島森林づくり推進機構へお願いします。 

公益社団法人徳島森林づくり推進機構 

〒771-0134 徳島市川内町平石住吉 209 番地 5 徳島健康科学総合センタ－206 号 

電話 088-679-4103    ﾌｧｸｼﾐﾘ 088-679-4104 

担当 尾形、駒留 

 

お問い合わせ時間：午前９時０0分から午後5時まで（土曜・日曜・祝日を除く） 

 



試験会場（試験採用）案内図  

 
●所在地〒 770-0045 徳島県徳島市南庄町 5 丁目 1-9 

徳島県木材利用創造センター内 林業人材育成棟 
 

 

＊試験場には、駐車場があります。 

＊最寄りのバス停「鮎喰町1 丁目」(徒歩約10 分)、 

＊JR 鮎喰駅より南へ約1.6km(徒歩約20 分) 

 

 

 


